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普通株式配当金支払開始予定日の変更に関するお知らせ 
 

当社は、2024 年 1 月 15 日開催の取締役会において、普通株式の配当金支払開始予定日（効力

発生日）を 2024 年 1 月 31 日に変更する旨を決議いたしました。 

これに伴い、2023 年 12 月 14 日に開示いたしました｢2023 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕

(連結)｣および「剰余金の配当に関するお知らせ」並びに「第 39 回定時株主総会取集通知その他

の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の記載の一部を下記のとおり変更いたします。 

 

 

記 

１． 変更理由 

2023 年 12 月 14 日開示した「資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」にお

いて公表した資本金等の額の減少の効力発生日に支払手続きを行う必要があるため。 

 

２． 変更箇所 

（１）2023 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 

  （変更前） 配当金支払開始予定日 2024 年 1 月 19 日 

  （変更後） 配当金支払開始予定日 2024 年 1 月 31 日 

 

（２）剰余金の配当に関するお知らせ 

   普通株式 

  （変更前） 効力発生日 2024 年 1 月 19 日 

  （変更後） 効力発生日 2024 年 1 月 31 日 

 

（３）第 39 回定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 

   8 ページ 2．剰余金の配当に関する事項 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日は翌連結会計年度とな

るもの 2023 年 12 月 14 日取締役会決議 普通株式 

  （変更前） 効力発生日 2024 年 1 月 19 日 

  （変更後） 効力発生日 2024 年 1 月 31 日 

 



なお、支払受託者であります株式会社第四北越銀行及び三井住友信託銀行株式会社証券代行部

による支払システム手続きの都合上、変更前の効力発生日である 2024 年 1 月 19 日に送金される

場合もございます。 

 

３． 配当金計算書等の訂正について 

変更後の効力発生日に送付する予定の下記、配当金計算書等の各書類に関して、事務手続き

の都合により、日付が変更前の記載にて送付させていたくこととなります。正しくは下記の

とおりでございます。何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 送付予定の書類 

（１） 配当金計算書 支払確定日 

（記載） 2024 年 1 月 19 日 

（訂正） 2024 年 1 月 31 日 

 

（２） 第 39 期(2022 年 11 月 1 日から 2023 年 10 月 31 日まで)期末配当金領収証（対象者のみ） 

（記載） 払渡しの期間 2024 年 1 月 19 日から 2024 年 2 月 29 日まで 

（訂正） 払渡しの期間 2024 年 1 月 31 日から 2024 年 2 月 29 日まで 

 

（３） 第 39 期末配当に関するご説明 

（記載） 表紙  2024 年 1 月 18 日  

     (5)法人株主の皆様へのご通知事項 その事由の生じた日 2024 年 1 月 19 日 

（訂正） 表紙  2024 年 1 月 30 日 

     (5)法人株主の皆様へのご通知事項 その事由の生じた日 2024 年 1 月 31 日  

 

 

 

以 上 


